


アラスカの漁業はどのように

管理されているか

Sustainability - 持続可能性
｢持続可能性｣、これは今日頻繁に目にすることのできるキャッチフレーズです。
この言葉は、水産業界においては、漁業が魚の種の存続や周辺の生態系を
損なわずに長期的に成り立つことを意味します。アラスカは水産資源の
長期的管理を可能にする予防的なアプローチを取るための
世界で最も厳しい基準を設けています。

　ラスカ産シーフードは全て天然で、持続可能な
ものです。世界中の多くの漁場と異なり、アラ

スカの漁場は魚介類の乱獲、河川及び海洋生態系への
ダメージや公害等を引き起こさない事を前提に管理さ
れています。アラスカ州のこのようなアプローチは、
健全かつ自然のままに維持できる漁獲を積極的に推し
進めることで、将来のための良質な水産資源の保存と
保護に役立っています。
　アラスカの主要漁業は次の通りです。
　lサーモン（キングサーモン、ベニザケ、コーホー
［銀鮭］、チャム［白鮭］、ピンク［カラフトマス］）

　l底魚（マダラ、スケトウダラ、カレイ類、ヒラメ）
　lオヒョウ
　lカニ（タラバ蟹、ズワイ蟹、ダンジネス蟹）

　アラスカが州に昇格し、漁業管理を連邦政府から引
き継いだ1959年から、アラスカ州憲法には“魚は…
持続可能な漁獲原則において利用、開発、維持される
ものとする”と明記されています。アラスカは、この
ような自然環境と天然資源の保全項目を州憲法に盛り
込んだ唯一の州です。
　アラスカでは包括的且つ多岐にわたる漁業管理方法
をとっていますが、これは世界の他の地域では殆ど見
ることの出来ないものです。漁業全般を50年近くも
厳しく規制し、しっかり監視し、また漁業管理の理念
を忠実に実践し成功を収めているアラスカの方法は、
世界中でも水産資源を持続させていく上でのお手本と
されています。
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守るべき多くのもの

アラスカは、自然の生態系の中で天然の海産物を餌に育ち、
人間の手が一切かかっていないシーフードの、
世界で最も豊かな漁場の１つです。

　アラスカは都市部から遠く離れた僻地に位置し、ア
メリカ国内のみならず、世界的にも人口密度が最も低
いおかげで（2006年度統計では州人口670,000人
あまり、人口密度1マイル四方当たり1人）、地球上で
最もクリーンで自然な海洋環境が保たれているといえ
ます。
　アラスカでは、天然の水産資源と自然環境両方の
将来を保護することが商業漁獲の機会確保よりも優先
されています。したがって水産資源と生態系のニーズ
を確実に一致させるための予防的な措置を取ることが
何よりも重要なのです。実際、アラスカ産シーフード
のうち、“絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律”
の下で絶滅危惧種に指定されたものは１種類もありま
せん。新しい科学の発展と共にアラスカの天然資源と

生態系に害を与えないようにするための予防的アプロ
ーチは、絶えず改善されています。
　持続可能なシーフードにおけるアラスカ州の指導
力は、同州の効果的な資源管理や最新の科学調査の信
頼性、国連食糧農業機関（FAO）の基準といった国
際的な関連基準に準拠したきわめて正確な追跡記録に
よって証明されています。アラスカの優れた漁業管理
は、資源保護を担っている州・連邦・国際機関の間で
の非常に緊密な協力体制によっても特徴づけられてい
ます。これは厳しい法律や執行方針、一般の人々の参
加や徹底的な情報公開による手続きの透明性の確保に
よって強化されており、このような点からも同州は国
際的に高く評価されています。



アラスカの効果的な漁業管理の
長期的成功例は、世界で比類のないものです。

歴史的な効果

　実際、米国海洋漁業局*が毎年発行している「米国
の漁業情勢に関する報告書」の最新号によると、アラ
スカのサーモンや底魚の中で過剰漁獲や乱獲の傾向、
または乱獲の恐れがある、と分類されているものはあ
りません。「過剰漁獲」と分類されている2箇所の海
域でのカニだけが、資源を回復させるために数年間、
全て禁漁となっています**。
　アラスカの天然サーモン漁には、アラスカ方式の歴
史的効果を示す顕著な例が１つあります。商業目的の
サーモン漁は100年以上も前からアラスカ海域で行
なわれていますが、アラスカが1959年に米国の州
に昇格してからはじめて、アラスカ独自にサーモンの
漁業を法のもとに管理
できるようになりまし
た。実際、自分たちの
力で漁業管理を改善さ
せようというアラスカ
の人々の熱い要望が、
州昇格運動を推し進
める力にもなったので
す。
　州に昇格後、管理が
改善されたお陰で、数

年間はサーモンの資源量が増加しました。それにより、
更に多くの人が漁業に参画するようになったため、漁
獲量は再び下降線を描きはじめました。
　これに対応するため、アラスカは1970年代半ばに
入漁制限（漁業ライセンス発行制限）プログラムを取
り入れ、それぞれの漁場での漁業者数を制限しました。
当時、この他にも幾つかの漁業管理イニシアチブが取
られました。
　サーモン資源量を回復し、個体数の変動を抑制する
ために、アラスカサーモンの人工孵化場を初めて設置
したこともその１つです。
　効果的な資源管理の結果、アラスカの天然サーモン

の漁獲量は史上最高水準
をゆうに超えるようになり
ました。アラスカにおいて
のこれらの豊富な漁獲量は
単に短期的な状況の下での
ものではありません。アラ
スカは30年以上にもわた
り、数多くのサーモンの母
川回帰を促し、豊富な漁獲
量を享受しています。
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入漁制限の開始

州へ昇格

アラスカにおける天然サーモンの水揚げ量 
1878～2006年（全５種類の合計）

漁
獲
数（
百
万
尾
）

* NMFSによるアラスカと米国の他の地域における漁業の評価を比較するには、www.nmfs.noaa.gov/sfa/domes_fi sh/StatusoFisheries/
2006/2006RTCFinal_Report.pdfを参照して下さい。　** プリビロフ諸島とセントマチュー島のアブラガニ



水産資源管理

アラスカ州は、シーフードが貴重な天然資源であり、
水産業を州経済の命綱ともいえる重要な産業だと
位置づけています。

　アラスカ州は、現在のみならず将来にわたりアラスカ
産シーフードを世界最高の水産品として供給するための
効果的で包括的な資源管理や品質保証、環境保全を推進
しており、この分野においてはアメリカ国内でもリーダ
ー的存在であります。
　アラスカの漁業管理システムは、環境保全並びに経済
発展を阻害することなく持続可能な範囲での最大漁獲量
が確保できるよう特別にデザインされています。アラス
カ州の主要漁業（サーモン、底魚、オヒョウ、カニ）は、
州または連邦政府の複数の機関が管理しています。それ
ぞれの漁業において、別々の組織が科学調査や規制執行、
政策、漁獲枠決定等に各自の責任を担っています。
　各機関は同一の理念を出発点とする目標や政策、アプ
ローチを持ち、漁業管理に対しての予防原則を立ててい
ます。アラスカ州政府では、主に自然環境を保護・監視
する行政部門と、資源割当てを担当する行政部門が明確
に分かれ、それぞれが独立した機能を果たしています。
１つの機関に全ての権限が集中するのではなく、各機関
が緊密に連携し作業に取り組んでおり、このようなとこ
ろにもアラスカの漁業管理システムの強みがあると言え
ます。

水　産　資　源　管　理
5種類のアラスカ天然サーモンは州が管理して
います。
　lアラスカ州漁業狩猟省（ADFG、またはフ
ィッシュアンドゲーム）は保全と管理を担
当しています。

　lアラスカ漁業委員会（BoF、または委員会）
は政策と漁獲枠を担当しています。

底魚は米国連邦政府が管理しています。
　l米国海洋漁業局（NMFS、NOAA Fish-
eries）は保全と管理を担当しています。

　l北太平洋漁業管理委員会 （NPFMC） は政
策と漁獲枠を担当しています。

オヒョウは米国連邦政府とカナダ政府による二
国間の協力協定によって国際的に管理されてい
ます。
　l米国とカナダのメンバーで構成される相互
協力組織である国際太平洋オヒョウ委員会 

（IPHC） は保全と管理を担当しており、漁
獲枠の割り当て問題について北太平洋漁業
管理委員会 （NPFMC） と緊密に作業して
います。

カニは連邦と州政府機関と関連組織の間の協定
によって管理されています。

lアラスカ州漁業狩猟省 （ADFG） は保全と
管理を担当しています。

l北太平洋漁業管理委員会 （NPFMC） は政
策と漁獲枠を担当しています。

更に、各漁業は指定された下記の規制執行局に
よって保護されています。

lサーモン：アラスカ州公安省野生生物保護
警察庁

l底魚とオヒョウ：米国海洋漁業局（NMFS）
lカニ：米国海洋漁業局（NMFS）とアラス
カ州漁業狩猟省 （ADFG） の協業



アラスカ漁業の州、連邦、国際管理体制

サーモン
州管理

底魚
連邦管理

オヒョウ
米国とカナダによる国際管理

カニ
連邦と州による共同管理

保全と管理
（科学調査を含む）

政策と漁獲枠
決定

規制執行

アラスカ州漁業狩猟省
（ADFG）

米国海洋漁業局
（NMFS）

国際太平洋オヒョウ
委員会 （IPHC） 

アラスカ州漁業狩猟省 
（ADFG）

アラスカ漁業委員会
（BoF）

北太平洋漁業管理
委員会 （NPFMC、
または委員会）

北太平洋漁業管理委
員会 （NPFMC） 

北太平洋漁業管理委
員会 （NPFMC、また
は委員会） 

アラスカ州公安省
野生生物保護
警察庁

米国海洋漁業局
（NMFS）

米国海洋漁業局
（NMFS）

米国海洋漁業局
（NMFS）とアラスカ州
漁業狩猟省（ADFG）

国際太平洋オヒョウ
委員会 （IPHC） 



漁業管理方法

アラスカの漁業には他に類を見ない先駆け的な管理方法が
適用されていることから、持続可能な漁業推進の模範として
世界中に知られています。

 　米国海洋漁業局とアラスカ州漁業狩猟省は数々の
漁業管理方法や手法を使っていますが、双方とも漁獲
可能量（TAC）や将来の種の保存のために必要な魚
の河川遡上数を確固とした上限とみなしており、これ
を超えた場合は漁獲を直ちに停止させる権限を有しま
す。（「資源評価と割当制度」を参照。）またこれらの
上限を超えないようにアラスカでの漁業は様々な方法
で予め制限され、規制されます。
　このようなプロセスは「規制による非効率性」とし
て知られていますが、これは漁業経営管理手法の集大
成でもあり、同時にアラスカにおける漁業の土台を成
すものなのです。一方世界の漁場では、漁船の漁獲能
力がより向上する傾向に伴って水産資源への圧力も高
まっています。また、世界的な規模での漁業者数増加
に対するなんら規制もなく、より多くの漁獲量を確保
しようとして漁獲技術を無制限に駆使しようとするこ
とへの歯止めもかかっていません。例をあげるならば、
漁船はより大きく、速く、そしてパワフルになってい
ます。電子魚群探知機はより高精度に、そして正確に
なり、網やウインチ、ロープ等の漁具はより強力にな
っています。しかし魚の資源は有限である、という問

題は往々にして軽視されがちです。水産資源には限り
があるのに、漁獲能力の向上や、漁業者数が増えると
いうことが組み合わされると、多くの場合、水産資源
の乱獲につながります。アラスカでは、このようなこ
とが起こらないよう、つまり、魚を一網打尽にしない
ための工夫として、以下の方法で漁の効率を制限して
います。
　l漁の時間と場所の閉鎖：指定された時間や海域の
みで漁ができ、それ以外の時間や場所では一切漁
を許可しない方法。

　l漁船のサイズの制限：特定の漁場において漁船の
サイズを制限。例えばブリストル湾のサーモン漁
で操業を許される船のサイズは最長32フィート
まで、など。

　l漁具の種類の制限：各漁では網の種類、網目の大
きさを含む漁具のサイズやデザイン、使用方法に
細かい規定があるなど、ターゲットになる魚種毎
に漁具の制限があります。

　l漁具の使用禁止：深海魚がかかりやすい延縄や海
底に達する刺網、捕獲罠等、特定の種類の漁具は
完全に使用を禁止されています。
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　アラスカではこの他にも、漁場の漁業者数を制限す
るアプローチをとっています。「漁業ライセンス発行
制限制度」は一般的には“入漁制限”と呼ばれていま
すが、この制度により一ヶ所の漁場に入れる漁業者数
が厳しく制限されます。アラスカでのサーモン漁を例
にとるならば、入漁制限があることにより、海上での
漁船同士の混雑や衝突を防ぐことができ、無制限の漁
場に比べて漁そのものの管理が容易になります。同様
の漁業ライセンス発行制限プログラムは、米国連邦政
府管理下のマダラ漁にも導入されています。
　この他に漁業管理には合理化（「既得権ベース」の 
管理方法としても知られています）というアプローチ
もあり、これは経済的合理化を指します。つまり、年
間漁獲可能量のうち一定量に対し、漁師、そして加
工業者にこれまでの実績をもとに既得権としての漁獲
枠の所有を認める制度で、アラスカにおけるいくつか
の漁業が合理化の対照になっています。例えば、ベー
リング海、アリューシャン列島 （BSAI）海域の スケ

トウダラ、オヒョウ、ギンダラ、そしてほとんどの
BSAI タラバガニとズワイガニ漁です。その他につい
ても合理化の導入が検討されているところです。全て
の合理化プログラムには漁業者に対する個別漁獲割当
て（IFQs） が含まれており、加工業者用の割当ても幾
つかのケースで行われています。
　アラスカでの漁は魚の遡上数や天候、その他のパラ
メータを適用し決定されるので、毎年漁の解禁やクロ
ーズ、オープン海域などについては実際の漁がおこな
われている期間に随時修正・変更されます。また、連
邦政府が管理する漁業では予め決められた魚種ごとの
混獲レベルに達すると、漁業が制限・修正・全面停止
されることがあります。（「混獲の削減」を参照して下
さい）。州管理のサーモン漁業では、“遡上数”――産
卵のために母川に戻ってくるサーモンの尾数――に応
じて漁業狩猟省が逐次,商業目的の漁の開始時期、開
始許可、あるいは停止の決定を下します。

R  E  S  O  U  R  C  E    M  A  N  A  G  E  M  E  N  T



資源評価と割当制度

アラスカの漁業管理システムの成功にとって重要なポイントは、
魚種毎の個体数の確立と繁栄を両立するために
最新の科学調査を適用していることです。

　毎年、アラスカ州漁業狩猟省、米国海洋漁業局、そ
して国際太平洋オヒョウ委員会の科学者達が対象資源
の最高の科学的根拠を得るため、それぞれの権限のも
とに漁業資源（サーモンや底魚、カニ、オヒョウ）の
調査と分析を行なっています。更に、漁業に影響を与
える天候や環境、社会経済の要因についても調査が行
われます。どの場合においても、研究では生態系が漁
業資源に与える影響と、漁業資源や漁業が生態系に与
える影響を考慮に入れます。
　底魚やオヒョウ、ほとんどの種類のカニの場合、こ
のプロセスによって漁獲可能量 （TAC） や、漁業管理
に適用される措置が決定されます。
　サーモンは他の魚種とは異なる方法で管理しなくて
はなりません。サーモン資源はベーリング海、アリュ
ーシャン列島のスケトウダラ等の底魚資源と違い、産
卵のために生まれた河川に戻るという独特の特徴があ
るため、個々の魚群ごとの動きを研究・予測すること
が可能になっています。ある川におけるサーモンの遡

上の群れは、同じ川、または近隣の川のサーモンの産
卵、遡上の群れとは独立した、個別のものとして理解・
予測・管理されなくてはなりません。
　アラスカが州に昇格してから、アラスカ州漁業狩猟
省は天然サーモンの遡上に関する総合的で膨大なデー
タベースを蓄積してきました。漁業狩猟省から委託さ
れた科学者たちは、このデータをもとに、毎年河川ご
とのエスケープメント目標を設定し、漁期、つまりサ
ーモンの産卵期全般にわたって時期ごとの天然サーモ
ンの遡上数や、どの時期に群れの数が最も増えまた減
少するのか、といった評価結果を蓄積しています。エ
スケープメントとは、人間の漁獲活動から保護されて、
産卵する河川に遡上するサーモンの年間見積もり目標
尾数のことです。エスケープメント目標を達成するこ
とは、毎年アラスカ州漁業狩猟省の最優先課題になっ
ています。アラスカでは産卵のために一旦川に入った
サーモンを商業目的で漁獲することは法律で禁止され
おり、河川ごとに設定されたエスケープメント目標が

S  U  S  T  A  I  N  A  B  I  L  I  T  Y    B  Y    D  E  S  I  G  N



達成されて、はじめて商業目的のサーモン漁が指定海
域毎に許可されます。
　割当制度による漁獲量のコントロールは、水産資源
の乱獲を防ぐ上で効果的だと実証された管理方法の１
つです。この割当システムで使用されるのは、底魚や
オヒョウ、ほとんどの種類のカニ、そして遡上中のサ
ーモン資源量の漁獲可能量 （TAC）です。どの場合で
も最優先されるのは、漁業の長期的な持続可能性を確
保することです。
　資源評価と割当制度（漁獲戦略の開発と呼ばれるこ
ともあります）の年間プロセスには相関関係がありま
す。漁獲戦略開発の目標は、漁業を行なうために安定
した計量的方法の管理ルールを提供することです。そ
して資源評価の目標は、最良の科学的情報を使用し、
個体数の状況を見極めることです。保全と漁獲枠の決
定にはっきりとした区別をつけるため、このプロセス
には様々なレベルの見直しとデータが必要とされてい
ます。

漁獲可能量（TAC）について
　アラスカの北太平洋漁業管理委員会だけでなく、世
界各国の漁業管理局がTACを定めています。しかし、
TACを「超えてはいけない漁獲量のリミット」とし
て設定している国家機関は皆無に等しく、そのよう
な意味で“厳密なTAC”とは言えません。世界の多
くの地域では漁獲量がTACに達しても、漁業管理を
つかさどる権力機関が漁船に漁獲停止を言い渡すこと
はありません。それは、彼らが水揚量や海上にいる日
数、漁獲場所、漁具のサイズを制限して資源の保護を
はかるよりもさらに商業機会を優先するためです。し
かし、北太平洋での海域でアラスカ州の漁師たちが操
業中に漁獲量がTACに達すると、北太平洋漁業管理
委員会は直ちに禁漁を命じ、漁業者も無条件これに従
います。このようにアラスカの強力な漁業管理システ
ムは十分に機能を果たしており、理論と実践が一体と
なっている優れた例となっています。
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1. バイオマス：BSAI内の魚の総生物量
2. 生物学的許容漁獲量（ABC）：持続可能に漁獲できる最大限度の生物量。常に総生物量のうち、非常に小さい割合を占める。
3. 漁獲可能量（TAC）：合法的に漁獲できるABCの最大限度。常にABCより少なく、ABCの数値を上回ることは決してない。

ベーリング海／アリューシャン列島（BSAI）底魚
漁獲数量制限 1981-2007

TAC3
ABC2
バイオマス1

生
物
量
と
漁
獲
量
制
限（
百
万
メ
ー
ト
ル
㌧
）

出典： 北太平洋漁業管理委員会
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混獲の削減

アラスカでの漁業は、広範囲で効果的な
混獲削減プログラムが一貫して
行なわれています。

　“偶然的な水揚げ”や“偶発的漁獲”とも呼ばれる
「混獲」とは、他の魚や海獣、海鳥など、もともと狙
った対象外の魚種を一緒に捕獲してしまうことをいい
ます。 
　アラスカの底魚漁では、サーモンやオヒョウ、ニシ
ン、トラウト、タラバガニ、ズワイガニを含む“禁漁
種”を漁船に決して水揚げすることはできません。一
定量の禁漁種が捕獲され続けた場合、もともとターゲ
ットになっている魚のＴＡＣに達したか否かに関わら
ず、その海域での漁獲がシーズンを通じて閉鎖されま
す。この厳しい規則は、漁獲者が禁漁種の混獲を最小
限に抑えるために「フィッシュクリーン」、つまりル
ールをきちんと守って魚を獲得することへの強力な動
機付けとなります。
　海洋哺乳類の場合、米国海洋漁業局 （NMFS） の生
物学者とスタッフが海獣保護法や絶滅の危機に瀕する

種の保存に関する法律、オットセイ法、マグナソン・
スティーブンス漁業保全管理法 （MSFCMA） を執行
し、個体数の保護・保全・回復のための規制や管理手
段を啓発するために他のNMFS事務所や北太平洋漁
業管理委員会と共に作業しています。
　更に、マダラやスケトウダラを直接漁獲するライセ
ンスを所有する漁船は全て、米国海洋漁業局の漁船監
視システムに加わらなくてはなりません。このシステ
ムによって各漁船の位置が人工衛星でNMFS法執行
局 （OLE） に送信されます。これはトドの保護や索餌
エリアにおける漁獲制限を監視するために必要です。
　1989年からアラスカ産業とNMFSは、アラスカ
沖の延縄漁業での海鳥の混獲防止に積極的に取り組ん
でおり、地元・地域・国・国際レベルの機関や組織、
専門家との協働において重要な役割を担っています。
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相互協力

アラスカでは、水産資源保護と
漁獲枠割当プロセスを明確に区別。

　アラスカの資源を人々が持続的に利用してきたこと
は、歴史が証明しています。
　連邦政府機関と州政府機関が資源保護と漁獲割当作
業を明確に区別しながらも密接な協力体制を通じて推
進にあたっているため、アラスカでの漁業管理システ
ムは大変効果的に機能しているといえます。
　マグナソン・スティーブンス漁業保全管理法によっ
て、米国連邦政府には沿岸から200カイリの範囲の
米国排他的経済水域 （EEZ） における漁業管理権限が
与えられています。アラスカ州は、海岸線から通常3
カイリ以内の州の沿岸海域での漁業管理権限がありま
す。“公海”と呼ばれる200カイリを超える水域は、
国際管理です。
　実際の漁業管理は往々にして連邦政府と州政府が協
力し合ってすすめています。例えば、アラスカ州漁業
狩猟省のコミッショナーには北太平洋漁業管理委員会

に終身議席が与えられます。また、同委員会とアラス
カ漁業委員会は毎年少なくとも1回以上正式な協議を
行っており、非公式レベルでの作業調整は年間を通じ
て日常的に行われています。米国連邦政府、アラスカ
州政府の協力は不可欠で、両者ともに水産資源の保護
に対しては共通の利害関係を持ち、この問題に大きな
関心を払った上で、予防的なアプローチで漁業管理を
行なっています。
　また、アラスカ漁業管理における国際的協力も必
然的なものになります。毎年、国際太平洋オヒョウ委
員会 （IPHC） のカナダ及び米国の科学者は次の漁期
の漁獲可能量を定め、その漁獲量を資源基準値に従っ
てIPHC統計漁獲区域に割り当てます。アラスカ沖の
オヒョウ漁業では、アラスカ漁業委員会と北太平洋漁
業管理委員会がそれぞれの区域に漁獲量を割り当てま
す。
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　アラスカでは政策や漁業枠を担当する機関がそれぞ
れの役割を果たすための独立的な機能を持つ仕組みに
なっており、そのもとで科学者たちや漁業生産者たち
がチームを組み、他の利害関係者の干渉を受けること
なく水産資源保全について様々な決定をします。水産
資源保全について何らかの決定が下されると、アラス
カ漁業委員会と北太平洋漁業管理委員会は漁獲枠割当
と漁業管理に関する決定を行いますが、それぞれ２つ
のステップは、明確に分かれています。
　資源管理に関する科学的審査や漁獲割当てについて
の提言作りをする会議に利害関係者や一般市民も参加
し傍聴はできますが、議長から意見陳述を認められた
り発言を許されることはありません。その一方で、割
当作業が始まると、漁業者や加工業者、その他利害関
係を持つ人たちがこのプロセスに参加し、積極的に、
また総合的にその過程を吟味することができます。意
思決定のプロセスは全体を通して透明性が高く、実行

可能な解決策をタイムリーに得るための枠組みとなっ
ています。30年以上にわたるアラスカのこの意思決
定方法が堅実かつ効果的なものであるということは実
証済みであります。

透明性の高い公的な意思決定過程

漁獲枠の割当プロセスを公の場で
総合的且つ積極的に精査。

アラスカ州警察は、任務遂行のため様々なサイズや種類の航空機35機とパトロール用船45隻を所有し運行しています。
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漁業規制の執行過程

法の強制力なくして漁業管理規制並びに
管理過程は効果を生めない

　アラスカでは、州と連邦政府双方が法の執行を分担
しあい、漁業者や水産加工業者、スポーツフィッシャ
ーマンたちの活動や運営を適切な方法でモニターし、
管理しています。
　州が管理する漁業の規制執行機関はアラスカ州公安
省野生生物警察庁〔以下州警察〕です。州警察は公衆
向けの啓蒙活動、任地駐屯、法執行過程を通じて、商
業漁業やスポーツフィッシング、水生動物の生息地
に関する規制が遵守されるよう統括する任務を担いま
す。
　連邦管理下の漁業については、米国海洋水産局の法
執行局 （NMFS OLE）が37箇条にわたる連邦法令の
他、海洋資源の保全と保護、またはNMFS管轄の重
要案件に関する多くの条例を執行する特別権限をもっ
ています。
　米国海洋漁業局の役人たちも海上監視プログラムに

深く関わっています。NMFSによって認証されるこ
れらの民間科学オブザーバーは、民間業者によって雇
用され、北太平洋漁業管理委員の指令の下で漁船に乗
船しています。オブザーバーは漁業関連資料やデータ
を収集し、規制違反の疑いがあるケースをOLCに報
告します。これにより、年間約300件の追跡調査や
取調べが行われています。ルールに違反していると判
断された場合、NMFSには漁船や漁具、漁獲物の差
し押さえや没収の権限があります。
　また、米国海洋漁業局の法執行局 （NMFS OLE） 
は漁業規制を執行するため、ＵＳコーストガード（米
国沿岸警備隊）と非常に緊密な協力の下作業にあたっ
ています。沿岸警備隊の主な役割の１つは、海上輸送
や漁業、レジャーボートによって引き起こされる環境
破壊や天然資源状況の悪化をなくすことです。
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生息地の保護

アラスカの魚類生息地保護法は、
州に昇格したその時に宣布された。

　アラスカは大規模な産業汚染源から何千マイルも離
れた場所にあります。汚染源からの距離が遠いことと
地球の水と空気の循環パターンのおかげで、アラスカ
水域は世界でも有数の澄んだ空気と水質を保っている
場所です。
　アラスカは、米国のみならず世界的にみても人口密
度がとても低い地域です。アラスカには重工業地帯が
なく、エネルギー生産や鉱業、道路建設、森林伐採、
下水道処理は、連邦レベル、州レベルであらゆる保護
規制の対象となっています。
　連邦政府とアラスカ州政府はアラスカの清冽な自然
環境の監視と保護政策に協力して取り組んでいます。
政府レベルの多元的でシステマチックな管理を通じ
て、アラスカの水中動植物生息地ならびに生態系は各
種開発活動から保護されているのです。
　アラスカ州の魚類生息地保護法の制定のタイミング
は州の昇格時にまで遡ることができます。この法律に

は次の世代のための社会的・経済的利益の持続的創出
のために、魚種や生息地は不必要で不適切なかく乱や
人間の破壊行為から守られるべき財産である、という
アラスカの人々の信念が反映されています。
　アラスカの海洋生態系は商業漁業の影響からも守ら
れています。生態構造と機能の保護、科学調査研究の
ための管理地域の設置、底生生物の生息環境を含め脆
弱な資源の保護、文化資源の保存のために海洋保護区
（MPAs）が設定されています。40を超えるMPAs 
には、アラスカ沖のほとんど全ての連邦管轄海域と、
商業漁業が行われる大部分の州管轄海域が含まれま
す。
　全てのMPAsでは、漁期または1年を通じて特定
の漁具の使用が禁止されています。例えば31箇所の
MPAsでは、全ての商業漁業、または底曳網等、海
底に接触する全ての漁具が禁止されています。

絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律はトドを“絶滅危惧種”に指定しており、NMFSとNPFMCはトドと商業漁業活動との間の有
害な相互作用を避ける措置を取ってきました。ベーリング海、アリューシャン列島、そしてアラスカ湾の約58,000平方カイリでは、トド
の生息地近くで行なわれる漁獲の時期と種類に厳しい制限を課しています。
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国際的な模範としての認定

アラスカの自然環境保護のための予防的で
持続可能な漁業管理制度は、外部の
第三者認定機関の要求や条件を充足、
もしくは凌駕する模範的なシステム

　天然水産資源保護に対するアラスカのすぐれたアプ
ローチは、数々の方法で検証され高い評価を得てきま
した。例えば、米国カリフォルニア州モントレーベイ
水族館が実施する「シーフードウォッチ」プログラム
では、天然のアラスカ産サーモンにだけ唯一“最良”
ランクが与えられています。また、アラスカの天然サ
ーモン五種類全てが消費者団体であるシーフードチョ
イス・アライアンス（Seafood Choices Alliance）
の“賢い選択＝スマートチョイス”リストに列挙され
ています。この他にもサーモン以外のアラスカ産の天
然シーフード数種類が米国の消費者が信頼を寄せるこ
れらシーフードウォッチ、スマートチョイス両リスト
に載っています。
　ピュー海洋審議会は2003年に発行した独自の全
国漁業管理レビューの中で、北太平洋漁業管理委員会
（NPFMC）が底魚漁業管理に慎重なアプローチを取
っていること、特に海洋漁業オブザーバーの大々的な
採用や、慎重な漁獲可能量の設定を賞賛しています。
　2006年に再認可された、全ての地域漁業委員会を
管理するマグナソン・スティーブンス漁業保全管理法

には、NPFMCをお手本に制定された数々の条項が含
まれています。
　NPFMCに倣って制定された3つの特定条項は次の
通りです：
　1）漁獲枠割当ての根拠の基礎作りにおいて独立

した科学評価を行うのに、科学統計委員会 
（SSC） や、これらの関連機関が最大限に活用
されているかに注意を払うこと。

　2）確固たる年間漁獲高のリミット（“厳密な
TACs”）を制定すること。これは常により進
歩的な科学的根拠を基に決定されること。

　3）漁獲高のリミットの監視方法における責務を強
化すること。

　およそ10年程前、国連食糧農業機関 （FAO） は責
任ある漁業のための行動規範を公表しました。
　この行動規範は国際的に、健全な漁業管理の見本と
して認識されるようになり、漁業管理を評価したいと
望む他の機関に利用されています。アラスカは常にこ
のFAO規範の原則と基準を満たし、またそれを上回
る水準で漁業管理を推進してきたのです。
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世代をつなぐアラスカの漁業者の

家族たちと地域共同体

アラスカには、何世代にもわたってアラスカの
商業漁業や水産加工に深く関わってきた
多くの地域コミュニティが存在しています。

　アラスカの地域社会では、漁業は単なる収入源で
はありません。漁業は、陸と海との関係やコミュニテ
ィの姿を特徴付け、魚文化とのつながりを表わす人々
のライフスタイルになっているのです。コミュニティ
の人々は、州政府が法の下に推進する持続可能な漁業
管理の実行の担い手としての自覚を強く持ち、またア
ラスカではそれなくしては漁業者として生き残ってい
けないことを良く知っています。アラスカの人たちが
共有する天然の水産資源をどのように守っていくべき
か、ということに対する意識によって、アラスカ産シ
ーフードは今後も消費者が自信を持って選択できる水
産物として世界中の市場に提供され続けるでしょう。
　そして、アラスカ産の水産物を評価し喜んで消費し
てくれる市場が有る限り、アラスカの人々が慈しんで
きたライフスタイルは今後も脈々と息づいていけるの
です。
　アラスカの34,000マイルにおよぶ起伏の多い海
岸線に沿った地域のところどころに何千もの家族が小

さなコミュニティを作り、漁業を収入源として生活し
ています。実際にアラスカでは、漁業と水産加工業は
最大の雇用を生む主要産業なのです。
　家族経営による小規模な漁業を営む人々は、豊富な
水産資源の恵みを海に求め、日々生きていくためのチ
ャレンジをしています。例えばアラスカ南東部の町で
あるピーターズバーグでは、3,100人の住民のうち
470人（15%） が商業漁業のライセンスを所有して
います。その他に直接漁業に携わらなくとも、漁船の
メンテナンスや漁具を提供するといった関連ビジネス
を通じて漁業に依存している人々が多くいます。また、
アラスカ州内の僻地には商業漁業によって1年間の全
収入を得ている家族もいます。
　漁業の伝統に立ち、海と親しい関係を築いてきたア
ラスカの人々は、次の世代とアラスカの未来のために
も、漁業をめぐる自然環境や生き物たちの生息地を守
り、維持していくことがとても重要であるということ
を深く理解しているのです。

アラスカ産シーフードの持続可能な漁業管理運営についてもっと知りたい方はwww.alaskaseafood.orgにアクセスして下さい。“責任あ
る漁業のためのFAO行動規範の展望に記載されている漁業資源管理問題のためのチェックリスト”のダウンロードも可能です。
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